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業務改善勤成金

事業場内で最も低い時間給 (事業場内最低賃金)を一定額以上引上げ、生産性向上|こ菫する設備投

資等 (機械設備の導入、人材育成・教育訓練や国家資格者によるコンサルティング)を行う中小企業・

小規模事業者に、その設備投資等|=要した鷺用の一部を助成する制度です。一定の要件を満たすと、

助成上限額・助成率・ けられます。 躙
キャリアアップ助成金

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といつたいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャ

リアアップを促進するため、正社員化、賃金引上げ等の処遇改善の取組を実施した事業主i=対 して勤

威します。なお、キャリアアップ勤成金については、徹底が求められている同一労働同一賃金に取り

組む際やいわゆる「年収の壁」を意識した働き方への対応に取り組む際にも活用することができます。 躙

検索

賃上げ促進税制

鐵
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で賃金引上げを行った場合、

その増加額の一定割合を法人税額 (個人事業主 :ま所得税額)から控除できる制度です。

検索

働き方改革推進支援資金

寧業場内で麗も低い賃金 檸 業場内最低賃金)の引上げ|こ取り組む中小企業・小規模事業者に対し

て、設備資金や運転資金を低金利で覇虫資します。

輻
先端言貨備等導入計画

中小企業等経営強化法1=基づき、市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」|こ従つて取得し

た設備に対して、地方税法において償却鴛産に係る固定量産税の特例措置を講じることで、設備投爾

:こよる隻産性向上や賃上げに取り組む寧業者を後押しします。 絣
経営力向上計画③ (経営力向上計画)

:03鶯 3SO 1“ 1

中小企業・小規模事業者等による経営力向上 |こ関する取組を支援します。事業者は事業分野指針等

に沿つて「経営方向上計画」社作成し、国の認定を受けることができます。認定された事業者は、税

制や金爾虫支援等の措置を受けることができます。 栃

:経富力向上霊十画相談窓口 中小企業庁企画課



経営強化税制
②

17100)13

合ゝわせ先 中小企業税簿彗サポ トセンタ問 し

(平 9

く法人税の特例 〔経営強化税1制)

されている一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却また:よ取得価額の 10%
(資本金 3′ 000万円超 1億円以下の法人はフ%)の税額控除を選択適用することができます。

てヽ、経営力向上計画を作成し、 、 言十覆璽ilこ 言己議義 (0と同じ)
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省力化補助金

ノ′ヽゝ
ヽ ノノ

ン ダコ ー問 毎ヽ合わせ先 メレt菫

ア130～ 30(9

1ごついて、選p効性ある支援を行います。

1こ関して、カタ うな汎用製品命導入人手不足饉悩む中小企業等のたあ、

祠
ものづ くり補助金

い合わせ先

商業・サービス生産性向上促進補動金

Iものづくり補助金事務局サポートセンタ
-70 ア:

り

50- 1 13 1 00～382 ( 0 1 00

な製品・サービス開発、生産プロセス等の書力化を行う中ノj

模事業者等の設備投資等の経費の一部を支援 します。

oノ」ヽりt見

持続化補勤金

<商工会の管轄地域で事業を営む方>全国商工会連合会

間合せ先は所在地によつて異なるため、URLをご参照く

httpSi//WWW.ShOkOkai.o滝 jp湾 i=Okuka… rlh/

:03-4330-3480

問しヽ合わせ先 :

ださもl。

小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿つて行う販路開拓等
の取組を支援します。

(商工会地区)  (商工会議所地区)

爾
I丁 導入補勘金

:サービス等生産性向上 IT導入支援事業事務局

留1塁言舌:0570-666-3ア 6一一摯
肇一懸

■零

中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化や
―ル (ソ フトウェア、アプリ、サービス等)の導入を支援します。

DX等 :こ向けた ITツ

鸞
事業承継・引継ぎ補勤金

事業承継 。M&A後の経営革新 (設備投資や販路開拓等):こ係る費用、M&A時の専門家活用!=係る
費用、事業承継 M&Aに伴う廃業等に係る費用 (原状回復費等)を支援します。 難

下講ガイ ドライン

親事業者と下講事業者との望まししヽ取引関係を構築するために、業種別の下請適正取引等の推進の
ためのガイドライン (下請ガイドライン)を策定しています。
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03常 5541場 6688
下請中小企業振興法における「振興基準」を遵守することを明記し宣言することで、発注者側によ

る受注者側への「取引条件のしわ寄せ」防止を促し、下請取引の適亜化を後押ししています。また、

宣言した企業の取組を「見える化」するため、「宣言」をポータルサイ トに掲載しています。 轟

p
η 電塁菖舌:03‐ 3501-1669

官公需基本方針

=望
ゴ11

「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」において、最低賃金額の改定|=伴う契約金額の見直

しについて定めています。

鼈
350

官公需ポータルサイト

国等及び地方公共団体が本一ムページ上で提供している入札情報を自動巡回システムにより収集

し、入札情報を一括して検索・入手できる「官公需情報ポータルサイ ト」をi運営してしヽます。

蠅

Φ

小規模事業者に対して、経営改書のための資金を無担保・無保証人・低金利で融資します。

建設事業主等に対する動成金

中小建設事業主等が建設労働者の雇用の改善、技能の向上等の取組を行う場合に、助成金 (「人材聞

発支援助成金」、「人材確保等支援助威金」、「トライアル雇用助成金」)を支給します。

価格転嫁指針

03-3581 378
弓局取弓壼椰

労務賣の上昇を取引価格に適切に転嫁し、中小企業が賃上げの原資を確保できるようにするため、

発注差・受注者がとるべき行動指針・取組事例をまとめています。

栃

セーンティネット賞付

(圏本公庫) 電話 : 0120-154- 505
:098-941-1795

一時的に売上減少等業況が悪化しているが、申長期的 |こ |ま回復が見込まれる中小企業・小規模事業

者の皆様 |ま融量を受けることができます。

躙
マル経薄史資:事業所の所在する地区の商二会・商正会議所

華檬葬

|まノ

詳細は別掲しています。

詳細は別掲しています。



人材確保等支援助成金
⑭

問しヽ合わせ先 日ヽ一 クワ ー

り

の職場定着の促進等を図つた場合 |こ助成 します。

くりのために、

蝠
日ヽ一ワ

地域雇用開発助成金

雇用情勢が厳しい地域等 |こおいて、事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者等を雇い入

れた事業主に助成します。

躙
○ 人材開発支援助威金

問しヽ合わせ先 :都道府県労働局又は八日一ワーク

従業員に対して計画に沿つて訓練を実施した場合や、教育訓練休暇等制度を導入し、その制度を

従業員に適用した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成します。

蝠

よろず支援拠点

中小企業・小規模事業者等が抱える様々な経営課題 1ご無料で相談対応するワンス トップ窓日とし

て、各都道府県に「よろず支援拠点」を設置しています。

翻
⑮ 下請かけこみ寺

問い合わせ先 :(公財)全国中小企業振興機関協会

各都道府県の下請かけこみ寺 電話 10120‐ 418‐618
中小企業・小規模事業者の皆さんが抱える取引上の悩み相談を受け付けております。問題解決

に向けて、相談員や弁護士がアドバイスを行います。

卜
働き方改革 特設サイ ト

全国 4ア 都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センター」では、中小企業・小規模事業

者の皆さまの働き方改革の取組を支援することを目的として、労務管理の専門家が無料で、時間外労

働の上限規制や同一労働同一賃金、賃金引上げ、その他働き方改革を広く支援する取組に関する個別

相談やコンサルティングを実施しています。ぜひご活用ください。

ミ ラ plus」 ミラサポ p:us

問し ラサポ コールセンター 目巳言舌 :050-5370-4340
中小企業・小規模事業者の皆さまを対象とした様々な支援施策 (制度)をより「使つてもらう」こ

とを目指した中小企業・小規模事業者向け補助金・総合支援サイ トです。支援制度等の活用事例を簡

単に検索でき、電子申請までサポートします。 鯰
各都道府県労働局の問い合わせ先 :厚生労働省HP本一ム>厚生労働省について>所在地案内>

都道府県労働局 (労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧 轍
(2024.8)

人材開発支援助成金

下講かけこみ寺


